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芽室町総合体育館内部改修工事について 

 

１ 事業内容について 

芽室町総合体育館は昭和５３年に建設され、平成２４年に耐震改修工事を実施していますが、建設から４０年以上が経過し、施設や設備等の老 

朽化が進行していることから、利用者が安全に安心して総合体育館を利用することができるよう、令和 4年度に改修工事に係る基本・実施設計 

を実施し、令和５年度から 6年度にかけ改修工事を予定している。 

本工事は、今後も幅広い年代で多くの方が健康増進を目的に利用する施設として整備するもの。 

 

２ 事業計画（案）について 

 事業年度 事業内容 備 考 

１ 令和４年度 基本・実施設計委託  

 

２ 

 

令和５年度 

 

内部改修工事 

（１）建築主体工事（アスリートミュージアム、キッズスペース、託児所兼会議室改修工事等） 

（２）電気設備工事（第１アリーナ照明設備工事、受変電設備改修工事等） 

（３）機械設備工事（第２アリーナ空調設備工事、キッズスペース空調工事等） 

３ 令和５年度 内部改修工事監理業務委託  

 

４ 

 

令和６年度 

 

内部改修工事 

（１）建築主体工事（第１アリーナ床フローリング及びゴムチップパネル新設等） 

（２）電気設備工事（研修室空調設備の電源工事） 

（３）機械設備工事（第１アリーナ壁パネルヒーター新設、研修室空調設備の新設、ギャラリー 

スペース暖房設備の整備等） 

５ 令和６年度 内部改修工事監理業務委託  

 

３ 工事予定期間について 

  令和６年６月～令和７年３月 

  ※改修工事に伴う、第１アリーナの利用禁止期間は、令和６年１０月～令和７年３月を予定。 




